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令和８年度税制改正の大綱の概要 

（令和７年 12 月 26 日 閣議決定） 

 

物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設す

るほか、就業調整に対応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を 178

万円まで特例的に先取りして引き上げる。「強い経済」の実現に向けた対応として、大胆な設

備投資の促進に向けた税制措置を創設するほか、租税特別措置等の適正化の観点から、賃上

げ促進税制の見直しや研究開発税制の強化等を行う。税負担の公平性を確保する観点から、

極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し等を行う。このほか、自動車関係

諸税について、自動車税等の環境性能割の廃止や軽油引取税の当分の間税率の廃止等を行う。

また、国際観光旅客税の税率の引上げや防衛特別所得税（仮称）の創設等を行う。具体的に

は、次のとおり税制改正を行うものとする。 

 

 

個人所得課税 

○ 物価上昇局面における基礎控除等の対応 

・物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設し、これに基づき、

所得税の基礎控除について、合計所得金額が 2,350 万円以下である個人の控除

額を４万円引き上げる。また、所得税及び個人住民税の給与所得控除について、

65 万円の最低保障額を 69 万円に引き上げる。 

・所得税の基礎控除等の特例について、合計所得金額が 655 万円（令和 10 年分

以後の各年分にあっては、132 万円）以下である場合の基礎控除の控除額の加算

額を以下のとおりとする。 

- 令和８年分及び令和９年分 

 合計所得金額が 489 万円以下である場合 42 万円 

 合計所得金額が 489 万円を超える場合 ５万円 

- 令和 10 年分以後の各年分 37 万円 

・給与所得控除の最低保障額を５万円引き上げる特例を創設する（所得税：令和

８年分及び令和９年分、個人住民税：令和９年度分及び令和 10 年度分）。 

○ 住宅ローン控除の拡充 

・既存住宅のうち省エネ性能の高い認定住宅・ＺＥＨ水準省エネ住宅に係る借入

限度額の引上げ、子育て世帯への上乗せ措置の対象の拡充、床面積要件の緩和等

の見直しを行った上で、適用期限を５年延長する。 

○ ＮＩＳＡの拡充 

・次世代の資産形成支援として、ＮＩＳＡのつみたて投資枠の口座開設可能年齢

を０～１７歳に拡充する（口座保有者である子が０～17 歳である間については、

年間投資枠は 60 万円、非課税保有限度額は 600 万円）。 
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○ 極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し 

・税負担の公平性の確保を図る観点から、追加の税負担を計算する基礎となる基

準所得金額から控除する特別控除額を１億 6,500 万円（現行：３億 3,000 万円）

に引き下げるとともに、税率を 30％（現行：22.5％）に引き上げる。 

○ ひとり親控除の拡充 

・所得税の控除額を 38 万円（現行：35 万円）に、個人住民税の控除額を 33 万円

（現行：30 万円）に、それぞれ引き上げる。 

 

資産課税 

○ 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の終了 

・直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置につい

て、適用期限（令和８年３月 31 日）を延長しない。 

○ 固定資産税の特例措置の延長等 

・新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置等について、床面積要件を緩和す

るともに、災害ハザードエリアに係る立地要件の見直しを行った上で、適用期限

を５年延長する。   

 

法人課税 

○ 大胆な設備投資の促進に向けた税制措置の創設 

・特定生産性向上設備等（仮称）（令和 11 年３月 31 日までの間に生産性向上等

設備の導入に係る投資計画において生産性向上設備等の取得価額の合計額が 35

億円以上（中小企業者等については、５億円以上）であること及び投資計画にお

ける年平均の投資利益率が 15％以上となることが見込まれること等の基準に適

合することについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。）を、その確認を

受けた日から５年を経過する日までの間に取得等した場合、即時償却と税額控

除（取得価額の７％（建物、建物附属設備及び構築物については、４％））との

選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は当期の法人

税額の 20％を上限とし、予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応するため

の計画について認定を受けた場合、控除限度超過額は３年間の繰越しができる

こととする。 

○ 研究開発税制の拡充等 

・「戦略技術領域型」を創設し、ＡＩ・量子・バイオ等に係る試験研究費について、

その試験研究費の額の 40％（産業技術力強化法の重点産業技術共同研究開発機

関（仮称）との共同・委託研究については 50％）の税額控除ができることとす

る。ただし、控除税額は当期の法人税額の 10％を上限とし、控除限度超過額は

３年間の繰越しができることとする。 

・一般試験研究費の額に係る税額控除制度について、控除率カーブ及び控除上限

の変動措置の見直しを行う。 
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消費課税 

○ 国境を越えた電子商取引に係る課税の見直し 

・国境を越えて行われる通信販売のうち、１万円以下の少額輸入貨物の販売につ

いて、資産の譲渡等に係る消費税の課税の対象とする。 

・国外事業者による国内での物品販売及び事業者による少額輸入貨物の販売につ

いて、プラットフォーム事業者に消費税の納税義務を転換する制度（プラットフ

ォーム課税）を導入する。 

○ インボイス制度導入に係る経過措置の見直し 

・いわゆる２割特例の終了後も、個人事業者については、これまで２割特例の対

象となっている個人事業者も含め、納税額を売上税額の３割とすることができ

る措置を２年に限り講ずる（令和９年及び令和 10 年分）。 

・免税事業者からの仕入れに係る経過措置について、最終的な適用期限を２年延

長した上で、引下げのペース・幅を緩和する（令和８年 10 月からは７割、令和

10 年 10 月からは５割、令和 12 年 10 月から令和 13 年９月末までは３割）。１

免税事業者ごとの年間適用上限仕入額を１億円（現行：10 億円）に引き下げる。 

○ 自動車関係諸税の総合的な見直し 

・自動車重量税のエコカー減税について、減免区分の基準となる燃費基準の達成

度を引き上げた上で、適用期限を２年延長する。 

・自動車税等の環境性能割について、令和８年３月 31 日をもって廃止する。 

・軽油引取税の当分の間税率について、令和８年４月１日に廃止する。 

○ 国際観光旅客税の税率の引上げ 

・税率を出国１回につき 3,000 円（現行：1,000 円）に引き上げる。 

 

  

・他の者に委託する試験研究（国外において行われるものに限る。）について、そ

の試験研究費の額（治験を除く。）の 50％相当額（令和８年度は 70％、令和９年

度は 60％）を税額控除の対象とする。 

○ 賃上げ促進税制の見直し 

・大企業向け措置については、令和８年３月 31 日をもって廃止する。 

・中堅企業向け措置については、適用要件・税額控除率の見直しを行った上で、

適用期限（令和９年３月 31 日）をもって廃止する。 

・教育訓練費に係る上乗せ措置については、廃止する。 

・法人事業税付加価値割における雇用者給与等支給額の対前年度増加額を付加価 

値額から控除する措置について、法人税の賃上げ促進税制の見直しに合わせ、適

用対象から大企業を除外するとともに、適用要件の見直し等を行う。 
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防衛力強化に係る財源確保のための税制措置 

○ 防衛特別所得税（仮称）の創設 

・所得税額に対し、税率１％の新たな付加税として課す。 

・課税期間は令和９年１月からとする。 

・足下で家計負担が増加しないよう、復興特別所得税の税率を１％引き下げる。

同時に、復興事業の着実な実施に影響を与えないよう、復興財源の総額を確実に

確保する観点から、課税期間を令和 29 年までの 10 年間延長する。 

 

納税環境整備 

○ 国税犯則調査手続等のデジタル化 

・国税犯則調査等における証拠収集手続について、電気通信回線を通じて電磁的

記録の提供を命ずる手続（電磁的記録提供命令）を整備する。 

・許可状の発付等について、書面によるほか、電磁的記録によることができるこ

ととする。 

 

関税 

○ 暫定税率等の適用期限の延長等 

・令和８年３月 31 日に適用期限の到来する暫定税率（404 品目）の適用期限を１

年延長する等の措置を講ずる。 

○ 急増する少額輸入貨物への対応 

・保税業者の適正な業務運営を確保するため、業務改善命令等の創設等を行う。 

・個人使用貨物に限り課税価格を海外小売価格の６割にする特例を廃止する。 

○ 不当廉売関税に係る迂回防止制度の創設 

・不当廉売関税の課税を免れる「迂回」品に不当廉売関税と同等の割増関税の課

税を可能とする制度を創設する。 

 


